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次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

一
一 のための研究

氏名 ･イソベミツアキ

4．倫理審査の状況

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当骸項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項）・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

ｊ
Ｉ

該当性の有無

有無

左記で該当がある場合のみ記入(※1）

審査済み審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3） □■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ “
〃b，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無
do，、 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■ “
J9，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容： ）



厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

令和3年4月23日

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名（

地域におけるかかりつけE等を中心とした心不全の診療提供体制構築のための研究

属部局・職名）大学院医学研究院 ・謡

(氏名・フリガナ）安斉俊久・アンザイトシヒサ

4．倫理審査の状況

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称：． ）

該当性の有無

有無

□■

□■

□■

□■

□■

左記で該当がある場合のみ記入(※1）
■す

審査済み審査した機関 未審査(※2）

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。
(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣や「臨床研究に関する倫理指針』に準拠する場合は、当咳項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講■未受講□

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無□(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCCI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

有 ■

有 ■

毎
Jh，、

4唾
J，、、

□(無の場合は委託先機関： ）

□(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口無■（有の場合はその内容： ）

(留意事項）・咳当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和3年3月3日
厚生労働大臣殿
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機関名

所属研究機関長職名

氏名
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次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相屋筆蛎管劃弓つい
、炉.-勺←~cGeQ、1．－－－－－▲骨申宅・命F幸●W

ては以下のとおりです。

1．研究事業名循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

2．研究課題名型域におけるかかりつけ医等を中心とした心不全の診療提供体制構勢

3．研究者名（所属部局・職名）医 学部・教授一

のための研究

(氏フリカナ今51 過 イ マ ム ラ
、イ

4．倫理審査の状況

クし－部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること｡
●

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。
(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は､当咳項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理 ｒ
ｌ
ノ

(留意事項）・咳当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有無

’左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審査済み．審査した機関 未審査(※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針
6

□ ■ □ ‘□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □，■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3)． □■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□■

4句一

口。 □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称: )．
□■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■未受講□．

Q

ひ

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 無 □(無の場合はその理由： .）

当研究機関におけるCOI委員会設霞の有無 有■無口(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由： ）6

ヰ 甲
｡●

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□
｝

無 ■（有の場合はその内容： ）



令和3年8月4日
厚生 労 働 大 臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。テ

1 ．研究事業名一遁宣 砥 窒 臺 業

2．研究課題名一地域におけるかかりつけ医等を中心とした心不全の

3．研究者名（所属部局・職名）大学院医学系研究科・教授

診療提供体制構築のための研究

(氏名・フリガナ）江頭正人・エトウマサト

4．倫理審査の状況

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）
ノ

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣.や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について
〆

6.利益相反の管理

(留意事項）・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

●
申
ａ

該当性の有無

・有．無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査(※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □
４
台

■

G

，

□ □．

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※

3）

□■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針．．
□■ □ □‘

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称：

e ｸ

）
□■ □

1

．□．．

研究倫理教育の受講状況 1 ｡
受講■‘未受講ロ． P

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無口(無の場合はその理由：

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■ “
〃0，、 □(無の場合は委託先機関： ）

巳 今

●

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無
。
〃

●

有 ■．無□(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無
の 6

有口無■（有の場合はその内容： ）
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機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査

ては以下のとおりです。

環器疾・糖尿習慣病対策'､合研究1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名（副

した心不全の診携提供体制構築のための研究地域におけるかかりつけ医等を中心と

広島大学‘名誉教授萬部局・職名）
へ

･フリガナ）(氏宅 木原康樹・キハラヤスキ

43倫理審査の状況

、

璽守君一べ芸伶諦里梧矧･IF悶寸系吟琿丞自今0

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。．
(※3)廃止前の｢疫学研究に関する倫理指針｣や｢臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項）・・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

C ●～該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(※1）
■申

審査済み審査した機関 未審査(※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針一 □■ □ □：

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □■ □ .□

’人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）
。 I｡

□■
Ｂ
ｑ

□ □．

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□■ □

心
巳 □

研究倫理教育の受講状況‘，＝ 受講■未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定
ノ

有■無□(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■無□(無の場合は委託先機関:）

｡0

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無
q 申凸

町 ●

有■無□(無の場合はその理由：）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

もむ

■ ■

有口無■（有の場合はその内容：

伊

）



令和3年3月31日

厚生労働大臣殿

機関名慶應義塾大学：‐

:.1Li;!
所属研究機関長職名学長

質：；…･‘・・：

氏名一長谷山彰印

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名（

地域におけるかかりつけ医等を中心と l構築のための研究

－】 L”I専任

（氏名・フリガナ）香坂俊・コウサカシュン

4．倫理審査の状況

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

厚生万働省~の日T官す｡ 天地礒闘におけ勺勤初美額等

の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）

該当性の有無

有無

□■

□■

■□

□■

□■

左記で該当がある場合のみ記入（※1）

審査済み審査した機関 未審査(※2）

□ □

□ □

■ 慶應義塾大学医学部 □

□ □

□ □

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針jや「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当咳項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

受講■未受講□

有■ 無
J､，、 □(無の場合はその理由： ）

有■無□(無の場合は委託先機関： ）

有■無□(無の場合はその理由： ）

有口無■（有の場合はその内容： ）

(留意事項）・骸当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣殿

機関名

所属 研究 機関 長職 名

氏名

令和3年4月1日

公立八鹿病院
一｡＝

溌
一

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

'盲;-器疾患戸習慣、合研究1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名（月

地域におけるかかりつI医等を中心とした心不全の診療提供体制構築のための研究

職名）ハーI鹿洲 完院長

(氏名」ガナ後藤（．ウイチ

4．倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）

有無 審査済み審査した機関 未審査（※2）

□■ □ □

□■ □ □

□■ □ □

□■ □ □

□■ □ □

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

受講■未受講□

有■無□(無の場合はその理由： ）

有■

有■

無
do，、

無
jOも、

□(無の場合は委託先機関： ）

□(無の場合はその理由： ）

有口無■（有の場合はその内容： ）

(留意事項）・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和3年3月1日
厚生労働大臣殿

機関名

所属 研究 機関 長職 名

氏名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査

ては以下のとおりです。

ﾜ'雲り につい
－= の一 一一 一

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事勇1．研究事業名

2．研究課題名 地域におけるかかりつけ医等を中心とした心不全の診療提供体制構築のための研

(H30-循環器等･一般-002)

3．研究者名（所属部局・職名）医学部附属病院・教授
一

(氏名・フリガナ）小室一成・コムロイッセ証

4．倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

有無 審査済み審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）

□■ □ □

□■ □ □

□■ □ □

□■ □ □

□■ □ □

倫理指針に関する倫理委員会の審査が課

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

当研究機関におけるcClの管理に関する規定の策定
●

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

受講■未受講□

有■無□(無の場合はその理由： ）

有■無□(無の場合は委託先機 関：）

有 ■ “
タbW □(無の場合はその理由： ）

有口無■（有の場合はその内容： ）

(留意事項）・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

令和3年4月1日

＝一一ｰ◆－－◆＝ー一一

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

提供体制構築のための研究

フリガ 正和 サ イ サ カ ス■

4．倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3）

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）

有無

□■

□■

□■

□■

□■

審査済み審査した機関 未審査(※2）

□ ロ

□ 口

□ □

□
～

□

□ □

翼する倫理委員会‘

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）未審査に場合は、その理由を記職すること。
(※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCCIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

受講■未受講□

有■無□(無の場合はその理由： ）

有■無□(無の場合は委託先機関： ）

有口無■（無の場合はその理由：申告する経済的利益関係がないため）

有口無■（有の場合はその内容： ）

(留意事項）・咳当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。




















